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自ら行動し、輪を広げ、安全安心な消費生活を！

富山県消費者協会のウェブサイトへようこそ。
私たちは消費に関する正確な知識を普及するとともに、生産者、販売者、消費者三者の意思疎通を図ることにより、県民生活の安定と向上を目指します。また、消費生活研究グループづくりを推進し、それぞれの地域で自主的な活動を行うグループ活動を積極的に支援してまいります。消費者グループの結成や加入をお考えの方は、ぜひお問合せください。













TOPICS
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2024.03.19

令和5年度大学生による中高生のための消費者教育モデル事業を実施しました。
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2024.03.19

令和5年度エシカル消費PR事業
「大学生によるエシカル消費の普及活動等事業」を実施しました。
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2024.03.18

令和６年度消費生活アドバイス事業の情報アドバイザーに委嘱状を交付しました。
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2024.03.06

令和５年度　第3回研修会を開催しました。
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2024.01.15

「能登半島地震関連　消費者ホットライン」が開設されました。
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2024.01.05

震災に関する義援金詐欺にご注意ください！
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2024.01.04

災害に便乗した悪質商法にご注意ください！
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2023.12.27

令和６年度食品表示ウォッチャーを募集しています。
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活動内容
























REPORT
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エシカル消費をはじめましょう！

「消費」という行動は、食べることや使うこと、買物など、私たちの毎日の生活そのものです。「エシカル消費」は、その消費行動を、人や社会、環境に配慮して行うことです。
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若者のための消費生活情報

成人年齢を18歳に引き下げる民法改正（2022年4月施行）を踏まえ、新成人が悪質商法の新たなターゲットになるなど、消費者トラブルの低年齢層への拡大を防ぐため、若年層に対するきめ細かな情報提供を行います。

















活動内容 ｜ イベント ｜ アンケート調査 ｜ 消費生活研究グループ ｜ 協会紹介 ｜ リンク集 ｜ 多様な主体による消費者教育事業 ｜ お問い合わせ

富山県消費者協会
〒930-0805 富山県富山市湊入船町6-7 富山県民共生センター内　
TEL.(076)432-5690　FAX.(076)432-5693
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